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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙幣が投入される入金部と、
　前記紙幣が放出される複数の出金部と、
　前記入金部から搬送される前記紙幣を鑑別する鑑別部と
　を備え、
　前記複数の出金部のうちの第１の出金部は、
　前記第１の出金部の第１の集積空間に前記紙幣を放出する第１の紙幣放出部と、
　前記第１の紙幣放出部により放出された前記紙幣と接触し該紙幣を前記第１の集積空間
内に留める第１のストッパ部材と、
　前記第１の集積空間に集積される前記紙幣の取り出しを制限する第１のシャッタと
　を有し、
　前記複数の出金部のうちの第２の出金部は、
　前記入金部から搬送され前記鑑別部によって異常紙幣と判別された前記紙幣を集積する
出金部であり、
　前記第２の出金部の第２の集積空間に前記異常紙幣を放出する第２の紙幣放出部と、
　前記第２の紙幣放出部により放出された前記異常紙幣と接触し該異常紙幣を前記第２の
集積空間内に留める第２のストッパ部材と、
　前記第２のストッパ部材とは独立して可動し、前記入金部に投入された前記紙幣を前記
鑑別部に搬送させる入金動作時において前記第２の集積空間から取り出される前記異常紙
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幣の移動経路から退避して前記第２の集積空間から前記異常紙幣が取り出される経路に存
在しない状態となり、出金動作時において前記第２の集積空間に集積される前記紙幣の取
り出しを制限する第２のシャッタと
　を有することを特徴とする紙幣処理装置。
【請求項２】
　紙幣が投入される入金部と、
　前記紙幣が放出される複数の出金部と、
　前記入金部から搬送される前記紙幣を鑑別する鑑別部と
　を備え、
　前記複数の出金部のうちの第１の出金部は、
　前記第１の出金部の第１の集積空間に前記紙幣を放出する第１の紙幣放出部と、
　前記第１の紙幣放出部により放出された前記紙幣と接触し該紙幣を前記第１の集積空間
内に留める第１のストッパ部材と、
　前記第１の集積空間に集積される前記紙幣の取り出しを制限する第１のシャッタと
　を有し、
　前記複数の出金部のうちの第２の出金部は、
　前記入金部から搬送され前記鑑別部によって異常紙幣と判別された前記紙幣を集積する
出金部であり、
　前記第２の出金部の第２の集積空間に前記異常紙幣を放出する第２の紙幣放出部と、
　前記第２の紙幣放出部により放出された前記異常紙幣と接触し該異常紙幣を前記第２の
集積空間内に留め、前記異常紙幣が前記第２の集積空間と外部とを連通する開口部を介し
前記第２の集積空間から外部へ取り出される際、該異常紙幣の移動経路から退避可能に設
けられる第２のストッパ部材と
　を有することを特徴とする紙幣処理装置。
【請求項３】
　前記第２の出金部は、前記入金部に投入された前記紙幣を前記鑑別部に搬送させる入金
動作時において、前記第２の集積空間に放出された前記異常紙幣を取り出し可能に設けら
れ、
　前記入金部は、前記入金動作時において、前記第２の出金部から取り出された前記異常
紙幣を再投入可能に設けられる
　ことを特徴とする請求項２に記載の紙幣処理装置。
【請求項４】
　前記鑑別部により前記異常紙幣に後続して搬送される前記紙幣が前記異常紙幣であると
判別された場合、
　前記第２の紙幣放出部から先行の前記異常紙幣である先行異常紙幣を放出させてから後
続の前記異常紙幣である後行異常紙幣の搬送を一旦停止させた後に、該後行異常紙幣の搬
送を再開して、前記第２の紙幣放出部から該後行異常紙幣を放出させる制御部
　をさらに有する請求項２に記載の紙幣処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記第２の紙幣放出部から前記先行異常紙幣を放出させてから前記後行
異常紙幣の搬送を一旦停止させ、該後行異常紙幣が衝突しない位置まで該先行異常紙幣が
落下した後に、該後行異常紙幣の搬送を再開させる
　請求項４に記載の紙幣処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第２の紙幣放出部から前記先行異常紙幣を放出させてから前記後行
異常紙幣の搬送を一旦停止させ、該先行異常紙幣が前記第２の集積空間から取り出された
後に、該後行異常紙幣の搬送を再開して、前記第２の紙幣放出部から該後行異常紙幣を放
出させる
　請求項４に記載の紙幣処理装置。
【請求項７】



(3) JP 6981044 B2 2021.12.15

10

20

30

40

50

　前記第２の紙幣放出部は、同軸に羽根車が設けられていないローラにより前記紙幣を放
出する
　請求項４に記載の紙幣処理装置。
【請求項８】
　前記第２の出金部は、
　前記第２のストッパ部材とは独立して可動し、前記入金部に投入された前記紙幣を前記
鑑別部に搬送させる入金動作時において前記第２の集積空間から取り出される前記紙幣の
移動経路から退避し、出金動作時において前記第２の集積空間に集積される前記紙幣の取
り出しを制限する第２のシャッタ
　をさらに有する請求項２に記載の紙幣処理装置。
【請求項９】
　前記第２のストッパ部材は、軸を中心に回動可能に設けられ、前記異常紙幣が前記第２
の集積空間から取り出される際に回動することで該異常紙幣の移動経路から退避すると共
に、
　該異常紙幣が取り出された後、前記第２のストッパ部材を前記第２の紙幣放出部により
放出された前記異常紙幣と接触可能な状態へ戻すよう付勢する付勢部材を有する
　請求項２に記載の紙幣処理装置。
【請求項１０】
　前記第２のストッパ部材は、前記第２の紙幣放出部から放出された前記紙幣の衝撃を吸
収すると共に、該異常紙幣が取り出された後、前記第２のストッパ部材を前記第２の紙幣
放出部により放出された前記異常紙幣と接触可能な状態へ戻すよう付勢する付勢部材を有
する
　請求項２に記載の紙幣処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣処理装置に関し、例えば銀行等の金融機関の営業店カウンタ等に設置さ
れ紙幣を投入して所望の取引を行う紙幣処理装置等に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、金融機関等で使用される紙幣処理装置等においては、利用者との取引内容に応じ
て、例えば利用者に紙幣や硬貨等の現金を入金させ、また利用者へ現金を出金する。紙幣
処理装置としては、例えば利用者に紙幣を投入させる入金部と、利用者に紙幣を受け渡す
出金部と、投入された紙幣の金種及び真偽を鑑別する鑑別部と、紙幣を搬送する搬送部と
、金種毎に紙幣を格納する紙幣収納庫とを有するものがある（例えば、特許文献１参照）
。
【０００３】
　そのような紙幣処理装置においては、図２４、図２５及び図２６に示す紙幣処理装置１
００１のように互いに同様に構成された２個の出金部１００４（出金部１００４ａ及び出
金部１００４ｂ）とを有するものがある。出金部１００４ａは、図２４に示すようにアッ
パガイド３２、ロアガイド３４、シャッタ３０及びステージ３８により囲まれた空間が、
紙幣ＢＬを一時的に蓄積する空間である集積空間４０を形成している。シャッタ３０の後
面である内側には、ビルストッパ５２が設けられている。集積空間４０に放出された紙幣
ＢＬはビルストッパ５２に衝突し勢いが吸収され、ステージ３８上に集積される。
【０００４】
　紙幣処理装置１００１は、入金時において、出金部１００４（出金部１００４ａ及び１
００ｂ）のシャッタ３０が閉鎖した状態で入金部３から紙幣ＢＬを内部へ繰り出して計数
等を行う入金計数処理を行う。紙幣処理装置１００１は、入金計数処理において、入金可
能と判定された入金可能紙幣を一時保留部に搬送して一時的に収納する一方、入金不可能
と判定された入金リジェクト紙幣を出金部１００４ａ又は１００４ｂへ搬送して集積させ
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、入金計数処理を完了する。その後紙幣処理装置１００１は、入金収納処理へ移行し、シ
ャッタ３０を開き、入金リジェクト紙幣を使用者に取り出させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１１７８９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、入金計数処理中においては出金部１００４ａ及び１００４ｂのシャッタ
３０が閉鎖した状態であるため、入金リジェクト紙幣が出金部１００４ａ又は１００４ｂ
へ集積されても、入金計数処理中においては使用者が出金部１００４ａ又は１００４ｂか
ら取り出すことができなかった。このため、入金リジェクト紙幣と判定された紙幣ＢＬが
、紙幣ＢＬの破損等ではなく、例えば搬送中に正常な位置からずれてしまった程度の紙幣
だったとしても、入金計数処理中において使用者が入金リジェクト紙幣を出金部１００４
ａ又は１００４ｂから取り出して出金部１００４ａ又は１００４ｂへ再投入することがで
きず、投入した紙幣を全て収納するまでに時間を要し、操作性が低下してしまうおそれが
あった。
【０００７】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、操作性を向上し得る紙幣処理装置を提案
しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる課題を解決するため本発明の紙幣処理装置においては、紙幣が投入される入金部
と、紙幣が放出される複数の出金部と、入金部から搬送される紙幣を鑑別する鑑別部とを
設け、複数の出金部のうちの第１の出金部は、第１の出金部の第１の集積空間に紙幣を放
出する第１の紙幣放出部と、第１の紙幣放出部により放出された紙幣と接触し該紙幣を第
１の集積空間内に留める第１のストッパ部材と、第１の集積空間に集積される紙幣の取り
出しを制限する第１のシャッタとを有し、複数の出金部のうちの第２の出金部は、入金部
から搬送され鑑別部によって異常紙幣と判別された紙幣を集積する出金部であり、第２の
出金部の第２の集積空間に異常紙幣を放出する第２の紙幣放出部と、第２の紙幣放出部に
より放出された異常紙幣と接触し該異常紙幣を第２の集積空間内に留める第２のストッパ
部材と、第２のストッパ部材とは独立して可動し、入金部に投入された紙幣を鑑別部に搬
送させる入金動作時において第２の集積空間から取り出される異常紙幣の移動経路から退
避して第２の集積空間から異常紙幣が取り出される経路に存在しない状態となり、出金動
作時において第２の集積空間に集積される紙幣の取り出しを制限する第２のシャッタとを
有するようにした。
【０００９】
　これにより紙幣処理装置は、入金計数処理中において、第２の出金部から異常紙幣を使
用者に抜き出させて入金部へ再投入させることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、入金計数処理中において、第２の出金部から異常紙幣を使用者に抜き
出させて入金部へ再投入させることができる。かくして本発明は、操作性を保ちつつ信頼
性を向上し得る紙幣処理装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】紙幣処理装置の構成を示し、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は左側面図である。
【図２】第１の実施の形態による紙幣集積状態の出金部の構成を示す左側面図である。
【図３】第１の実施の形態による紙幣取出状態の出金部の構成を示す左側面図である。
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【図４】第１の実施の形態による紙幣集積状態の第２の出金部の構成（１）を示す斜視図
である。
【図５】第１の実施の形態による紙幣取出状態の第２の出金部の構成（１）を示す斜視図
である。
【図６】第１の実施の形態による紙幣集積状態の第２の出金部の構成（２）を示す左側面
図である。
【図７】第１の実施の形態による紙幣取出状態の第２の出金部の構成（２）を示す左側面
図である。
【図８】第１の実施の形態による紙幣集積状態の第１の出金部の構成を示す斜視図である
。
【図９】第１の実施の形態によるシャッタの構成を示す斜視図である。
【図１０】第１の実施の形態による紙幣取出状態の第１の出金部の構成を示す斜視図であ
る。
【図１１】第１の実施の形態による入金計数処理における紙幣の経路を示す左側面図であ
る。
【図１２】第１の実施の形態による入金リジェクト紙幣の再投入を示す左側面図である。
【図１３】第１の実施の形態による入金収納処理における紙幣の経路を示す左側面図であ
る。
【図１４】第１の実施の形態による出金処理における紙幣の経路を示す左側面図である。
【図１５】第２の実施の形態による出金部の構成を示す左側面図である。
【図１６】第２の実施の形態による入金リジェクト紙幣集積処理における紙幣の経路（１
）を示す左側面図である。
【図１７】第２の実施の形態による入金リジェクト紙幣集積処理における紙幣の経路（２
）を示す左側面図である。
【図１８】第２の実施の形態による入金リジェクト紙幣集積処理における紙幣の経路（３
）を示す左側面図である。
【図１９】第２の実施の形態による入金リジェクト紙幣集積処理における紙幣の経路（４
）を示す左側面図である。
【図２０】第２の実施の形態による入金リジェクト紙幣集積処理における紙幣の経路（５
）を示す左側面図である。
【図２１】第２の実施の形態による入金リジェクト紙幣集積処理における紙幣の経路（６
）を示す左側面図である。
【図２２】第３の実施の形態による紙幣集積状態の出金部の構成を示す左側面図である。
【図２３】第３の実施の形態による紙幣取出状態の出金部の構成を示す左側面図である。
【図２４】従来の出金部における紙幣集積状態を示す左側面図である。
【図２５】従来の出金部における紙幣取出状態を示す左側面図である。
【図２６】従来の入金計数処理における紙幣の経路を示す左側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、発明を実施するための形態（以下実施の形態とする）について、図面を用いて説
明する。
【００１３】
［１．第１の実施の形態］
［１－１．紙幣処理装置の構成］
　図１に示すように、紙幣処理装置１は金融機関の行員（例えば受付窓口員）が操作する
行員操作型端末、いわゆるテラーキャッシャーであり、使用者としての行員の操作に基づ
いて紙幣の入出金処理を行う。なおこの紙幣処理装置１は、行員以外にも金融機関の顧客
によって操作されるものであっても良い。この紙幣処理装置１は、箱型の筐体２の上端部
に、入金部３、出金部４（第１の出金部４ａ及び第２の出金部４ｂ）、表示部５及び操作
部６が設けられている。入金部３は、入金取引時に使用者により入金紙幣が投入されると
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、これを１枚ずつ分離して紙幣処理装置１内に取り込む。出金部４は、出金取引時に紙幣
収納庫１２ａ～１２ｅ等から搬送されてくる出金紙幣を集積して使用者に取り出させる。
表示部５はＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の液晶ディスプレイにより構成され、メ
ニュー画面、各種処理の結果画面等を表示する。操作部６は押しボタン等により構成され
、紙幣処理装置１に対する操作を受け付ける。
【００１４】
　紙幣処理装置１の筐体２内には、入金部３及び出金部４に加えて、鑑別部１０、一時保
留部１１、紙幣収納庫１２（紙幣収納庫１２ａ～１２ｅ）、リジェクト庫１３、搬送路１
４及び制御部７が設けられている。制御部７は、図示しないＣＰＵ（Central Processing
 Unit）を中心に構成されており、図示しないＲＯＭやフラッシュメモリ等から所定のプ
ログラムを読み出して実行することにより、紙幣処理装置１の各部を統轄制御する。筐体
２内の上部には、入金部３が後側、出金部４が前側となるように前後方向に並んで設けら
れている。出金部４は、第１の出金部４ａが後側、第２の出金部４ｂが前側となるように
前後方向に並んで設けられている。また、出金部４の前方斜め下には一時保留部１１が設
けられ、この一時保留部１１よりも後方で入金部３の後方斜め下には、鑑別部１０が設け
られている。
【００１５】
　筐体２内の下部には、リジェクト庫１３が最も前側で、その後ろに紙幣収納庫１２ａ、
１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ及び１２ｅが前後方向に並んで設けられている。さらに筐体２内
には、これら入金部３、出金部４、鑑別部１０、一時保留部１１、紙幣収納庫１２ａ～１
２ｅ及びリジェクト庫１３の各部を繋ぐ搬送路１４が設けられている。搬送路１４は、ロ
ーラやベルト等により、図中太線で示す搬送路に沿って長方形の紙幣を短手方向に搬送す
る。搬送路１４の分岐点には、図中三角形で示すブレードが設けられており、制御部７の
制御に基づき回動することにより、紙幣の搬送先を切り替える。
【００１６】
　入金部３は、上面が開口する箱型の収納部を有している。この収納部の開口の一部が投
入口８となる。この入金部３は、入金取引時に、投入口８から収納部内に投入された入金
紙幣を１枚ずつ分離して紙幣処理装置１内に取り込んでいく。出金部４は、上面が開口す
る箱型の集積部を有している。この集積部の開口が図２に示す排出口９となる。この出金
部４は、出金取引時に、紙幣収納庫１２ａ～１２ｅ等から搬送されてくる出金紙幣を集積
部に集積する。また第１の出金部４ａには排出口９を開閉するシャッタ３０が設けられて
いる。このシャッタ３０は紙幣の排出時に開くようになっており、このシャッタ３０が開
くことで、使用者が集積部に集積されている出金紙幣を排出口９から取り出すことができ
る。一方第２の出金部４ｂには、排出口９を開閉するシャッタが設けられていない。
【００１７】
　鑑別部１０は、搬送路１４を介して１枚ずつ搬送されてくる紙幣の金種、真偽、正損及
び走行状態等を鑑別する。この鑑別部１０は、紙幣処理装置１において取り扱うことので
きる正常紙幣か取り扱うことのできないリジェクト紙幣かをその鑑別結果に基づいて紙幣
毎に判定する。一時保留部１１は、入金部３から取り込まれ鑑別部１０により正常紙幣と
判定された紙幣を一時的に集積する。一時保留部１１に集積された紙幣は、取引成立後に
一時保留部１１から繰り出されて鑑別部１０に搬送され、鑑別部１０により金種が特定さ
れた後、紙幣収納庫１２ａ～１２ｅに搬送され収納される。
【００１８】
　紙幣収納庫１２ａ～１２ｅはそれぞれ、紙幣を金種毎に収納可能な箱型の収納庫であり
、搬送路１４を介して搬送されてくる紙幣を内部に上下方向に重ねて集積する。また紙幣
収納庫１２ａ～１２ｅは、紙幣を収納するだけでなく、内部に集積されている紙幣を１枚
ずつ搬送路１４に繰り出す。リジェクト庫１３は、紙幣を収納可能な箱型の収納庫であり
、鑑別部１０によってリジェクト紙幣と判定された紙幣を集積する。
【００１９】
　かかる構成において紙幣処理装置１は、鑑別部１０による紙幣の鑑別結果等をもとに制



(7) JP 6981044 B2 2021.12.15

10

20

30

40

50

御部７が各部を制御して、後述する入金計数処理、入金収納処理、出金処理、補充処理及
び回収処理を行う。
【００２０】
［１－２．出金部の構成］
　図２及び図３に示すように出金部４は、第１の出金部４ａにシャッタ３０が設けられて
いるのに対し第２の出金部４ｂにシャッタ３０が設けられておらず省略されている。
【００２１】
［１－２－１．第２の出金部の構成］
　図４、図５、図６及び図７に示すように、第２の出金部４ｂは、アッパガイド３２、ロ
アガイド３４、ビルストッパ４４及びステージ３８により囲まれた空間が、紙幣を一時的
に蓄積する空間である第２の集積空間としての集積空間４０を形成している。図４及び図
６は、ステージ３８に紙幣ＢＬを集積させる紙幣集積状態を、図５及び図７は、集積空間
４０から使用者に紙幣ＢＬを取り出させる紙幣取出状態とに遷移する。
【００２２】
　ロアガイド３４は、側面視が略三角形状であり、集積空間４０の右側面及び左側面を形
成している。ステージ３８は板状であり、ロアガイド３４の内側に設けられ、紙幣が集積
される。アッパガイド３２は板状であり、ロアガイド３４よりも内側において集積空間４
０の右側面、左側面及び上側面を形成している。
【００２３】
　放出部２４（図６及び図７）は、ロアガイド３４の後方上部に設けられており、上側に
配されたフィードローラ２０及び下側に配されたリバースローラ２２により構成されてい
る。フィードローラ２０及びリバースローラ２２は、図示しない駆動部により図中反時計
回り及び時計回りにそれぞれ回転することにより、搬送路１４から搬送された１枚の紙幣
ＢＬを挟持し集積空間４０へ放出する。リバースローラ２２の回転軸には、ゴム等の弾性
部材で形成された羽根車５０が設けられている。この羽根車５０は、リバースローラ２２
と共に時計回りに回転することにより、集積空間４０へ放出された紙幣ＢＬの後端部分を
、下方向へ向けて叩き落とし、集積空間４０に集積させる。
【００２４】
　アッパガイド３２の前端部には、放出部２４と対向する位置に、アッパガイド３２と直
交してほぼ上下方向に延在する略直方体でなる、入金リジェクト紙幣を集積空間４０内に
留めさせる２本のビルストッパ４４（ビルストッパ４４Ｒ及び４４Ｌ）が設けられている
。以下では、ビルストッパ４４Ｒ及び４４Ｌをまとめてストッパ部材としてのビルストッ
パ４４とも呼ぶ。ビルストッパ４４の上端は、左右方向に沿った回動軸４５を介しアッパ
ガイド３２と接続されている。このためビルストッパ４４はアッパガイド３２に対し、回
動軸４５を支点として回動可能に構成されている。ビルストッパ４４における後端部分に
は、放出部２４から紙幣ＢＬが放出される放出方向に直交し、紙幣ＢＬの幅方向（左右方
向）に延在する、断面Ｖ字形状の溝部（図示せず）が上下方向に複数本並んで鋸歯状に刻
設されている。
【００２５】
　ビルストッパ４４Ｒ及び４４Ｌは、互いに左右方向に所定の間隔を隔てて設けられてい
るため、該ビルストッパ４４Ｒと４４Ｌとの間には、集積空間４０と外部とを挿通する開
口部４２が形成されている。ビルストッパ４４とアッパガイド３２との間には、弾性部材
で形成された付勢部材としてのスプリング４６が内蔵されている。このためビルストッパ
４４は、スプリング４６により、集積空間４０を閉塞させる方向である左側面視で時計回
りに付勢されており、図６に示す、アッパガイド３２と直交する通常位置において図示し
ないストッパに当接している。このスプリング４６の付勢力は、放出部２４から放出され
た紙幣ＢＬがビルストッパ４４に衝突した際に該紙幣ＢＬの力を吸収する力以上であると
共に、紙幣ＢＬが使用者により集積空間４０から抜き出される際に紙幣ＢＬからビルスト
ッパ４４へ前方に向かってかかる力以下に設定されている。これにより使用者は、開口部
４２から指を入れて集積空間４０に集積された紙幣ＢＬを摘み、紙幣ＢＬを変形させつつ
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ビルストッパ４４を図５及び図７のように回動させて、容易に外部へ抜き出すことができ
る。
【００２６】
　かかる構成において、放出部２４から紙幣ＢＬが集積空間４０に放出されると、該紙幣
ＢＬの先端がビルストッパ４４に衝突する。このときビルストッパ４４は、紙幣ＢＬの先
端を溝部に入り込ませることにより、該先端が下方向に垂れ下がることを防止する。この
とき紙幣ＢＬとの衝突によりビルストッパ４４が反時計回りに移動しようとするが、スプ
リング４６によりビルストッパ４４の移動が抑えられる。これによりビルストッパ４４は
、放出部２４から放出された紙幣ＢＬの先端が衝突した際の衝撃を吸収し、紙幣ＢＬが強
くバウンドしてしまうことを抑止すると共に、紙幣ＢＬに傷を付けてしまうことを防止で
きる。
【００２７】
　また紙幣ＢＬを紙幣集積状態の第２の出金部４ｂから取り出す際、使用者は、集積空間
４０に開口部４２から指を入れて紙幣ＢＬを摘み手前側へ引き出す。このとき紙幣ＢＬの
前端がビルストッパ４４に接触することにより、図５及び図７に示すように、該ビルスト
ッパ４４が手前側（すなわち反時計回りの方向）へ回動し、紙幣が抜き出される経路から
退避し、紙幣取出状態となる。このように第２の出金部４ｂは、使用者により集積空間４
０から抜き出される紙幣ＢＬ自身の動きを利用することにより、ビルストッパ４４を紙幣
ＢＬの移動経路から退避させることができる。これにより第２の出金部４ｂは、使用者に
紙幣ＢＬを容易に抜き出させることができ、操作性を向上させることができる。また使用
者が紙幣ＢＬを外部へ抜き出すことにより、紙幣ＢＬから手前方向への力が掛からなくな
ると、ビルストッパ４４はスプリング４６の付勢力により時計回りに回動し、集積空間４
０を外部から遮断する位置に戻る。
【００２８】
［１－２－２．第１の出金部の構成］
　図８及び図１０に示すように、第１の出金部４ａは、アッパガイド３２、ロアガイド３
４、シャッタ３０及びステージ３８により囲まれた空間が、紙幣を一時的に蓄積する空間
である第１の集積空間としての集積空間４０を形成している。第１の出金部４ａにおける
ロアガイド３４、ステージ３８、アッパガイド３２及び放出部２４は、第２の出金部４ｂ
と同様に構成されている。
【００２９】
　第１の出金部４ａには、アッパガイド３２及びロアガイド３４を覆うようにシャッタ３
０が配置され、集積空間４０に紙幣ＢＬを集積する際に発生する音を外部へ漏らさないよ
うにすると共に紙幣ＢＬが集積空間４０から外部へ飛び出さないように構成されている。
シャッタ３０は上面が湾曲する形状であり、後端部においてロアガイド３４と回動軸を介
し接続されている。このためシャッタ３０はロアガイド３４に対し、回動軸を支点として
回動可能に構成されている。
【００３０】
　図９に示すようにシャッタ３０の前側における内側には、放出部２４と対向する位置に
、アッパガイド３２と直交してほぼ上下方向に延在する略直方体でなる、２本のビルスト
ッパ５２（ビルストッパ５２Ｒ及び５２Ｌ）が設けられている。以下では、ビルストッパ
５２Ｒ及び５２Ｌをまとめてビルストッパ５２とも呼ぶ。ビルストッパ５２Ｒ及び５２Ｌ
は、シャッタ３０の内側において、該シャッタ３０が閉じられた際に集積空間４０に対し
第２の出金部４ｂにおけるビルストッパ４４Ｒ及び４４Ｌ（図４及び図６）と同様の位置
に設けられている。ビルストッパ５２とシャッタ３０との間には、弾性部材で形成された
図示しないスプリングが内蔵されている。このためビルストッパ５２は、スプリングによ
り後方へ付勢されている。これによりシャッタ３０に取り付けられたビルストッパ５２は
、該シャッタ３０と共に回動することとなる。またこれにより使用者は、シャッタ３０が
空いた状態で集積空間４０の前方に形成された排出口９から指を入れて集積空間４０に集
積された紙幣ＢＬを摘み該排出口９を通過させて、容易に外部へ抜き出すことができる。
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【００３１】
　このように第１の出金部４ａは、第２の出金部４ｂと比較して、ビルストッパ５２Ｒ及
び５２Ｌが、アッパガイド３２ではなくシャッタ３０に設けられている。また第２の出金
部４ｂには、ビルストッパ４４は設けられているもののシャッタ３０は設けられていない
。
【００３２】
　かかる構成において、放出部２４から紙幣ＢＬが集積空間４０に放出されると、該紙幣
ＢＬの先端がビルストッパ５２に衝突する。このときビルストッパ５２は、紙幣ＢＬの先
端を溝部に入り込ませることにより、該先端が下方向に垂れ下がることを防止する。この
とき紙幣ＢＬとの衝突によりビルストッパ５２が前方へ移動しようとするが、スプリング
が縮むことによりビルストッパ５２の移動が抑えられる。これによりビルストッパ５２は
、放出部２４から取り込まれた紙幣の先端が衝突した際の衝撃を吸収し、紙幣ＢＬが強く
バウンドしてしまうことを抑止すると共に、紙幣ＢＬに傷を付けてしまうことを防止する
ことができる。
【００３３】
　また紙幣ＢＬを第１の出金部４ａから取り出す際、使用者は、シャッタ３０を開ける。
これによりビルストッパ５２は紙幣ＢＬが抜き出される経路からシャッタ３０と共に退避
する。使用者は、集積空間４０から紙幣ＢＬを摘み手前側へ引き出す。このように第１の
出金部４ａは、出金動作中においてシャッタ３０が閉じた状態では、該シャッタ３０によ
り、集積空間４０に集積された紙幣ＢＬの取り出しを制限すると共に外部への紙幣ＢＬの
飛び出しを防ぐ一方、紙幣ＢＬを抜き出す際にシャッタ３０が開いた状態では、該シャッ
タ３０と共にビルストッパ５２が回動して紙幣ＢＬの移動経路から退避するため、紙幣Ｂ
Ｌを抜き出し易くすることができる。
【００３４】
［１－３．入金計数処理］
　入金取引時において紙幣処理装置１は、使用者により操作部６を介して入金取引が選択
され、さらに入金部３に紙幣が投入されると、入金計数処理を開始し、投入された紙幣を
入金部３から１枚ずつ繰り出し鑑別部１０へ搬送する。ここで紙幣処理装置１は、鑑別部
１０により正常と判定された入金可能紙幣については図１１中実線で示すように一時保留
部１１へ搬送して一時的に収納する。一方紙幣処理装置１は、入金に適さないと判定され
た入金リジェクト紙幣については図１１中破線で示すように第２の出金部４ｂへ搬送し集
積して使用者に返却する。図４、図５、図６及び図７に示したように第２の出金部４ｂに
はシャッタ３０が存在しないため、返却された紙幣を使用者は容易に取り出すことができ
る。使用者は、第２の出金部４ｂから取り出した紙幣を図１２に示すように入金部３に再
投入する。再投入された紙幣は、入金部３から再度繰り出され、入金可能紙幣と判別され
ると一時保留部１１へ、入金リジェクト紙幣と判別されると再度第２の出金部４ｂへ搬送
される。入金リジェクト紙幣が繰り返し第２の出金部４ｂへ返却されることにより予め設
定された返却回数に達すると、紙幣処理装置１は、再投入を中止させて、入金計数処理を
終了させる収納確定を使用者に促し、後述する入金収納処理へ移行する。このように紙幣
処理装置１は、入金収納処理に移行する前に入金計数処理において使用者に入金リジェク
ト紙幣を返却すると共に、入金計数処理中に入金リジェクト紙幣を入金部３に再投入させ
ることができる。
【００３５】
［１－４．入金収納処理］
　その後使用者により入金金額が確定されると、紙幣処理装置１は入金収納処理を開始し
、一時保留部１１に収納している紙幣を鑑別部１０へ搬送する。ここで紙幣処理装置１は
、鑑別部１０により正常と判定された収納可能紙幣については図１３中実線で示すように
その金種に応じて、各紙幣収納庫１２ａ～１２ｅへ搬送して保管する。一方紙幣処理装置
１は、収納に適さないと判定された収納リジェクト紙幣については図１３中破線で示すよ
うにリジェクト庫１３へ搬送して保管する。
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【００３６】
［１－５．出金処理］
　出金取引時において紙幣処理装置１は、出金処理を開始し、使用者により操作部６を介
し出金取引が選択され出金金額等が入力されると、要求金額に応じて必要な金種毎の紙幣
枚数を認識し、この金種毎の紙幣枚数に応じて各紙幣収納庫１２ａ～１２ｅから紙幣を１
枚ずつ繰り出して、鑑別部１０へ搬送する。ここで紙幣処理装置１は、鑑別部１０により
正常と判定された出金可能紙幣については図１４中実線で示すように出金部４（第１の出
金部４ａ又は第２の出金部４ｂ）に搬送して集積する。一方紙幣処理装置１は、出金に適
さないと判定された出金リジェクト紙幣については図１４中破線で示すようにリジェクト
庫１３へ搬送して保管する。このとき紙幣処理装置１は、出金可能紙幣を第２の出金部４
ｂに集積し、第２の出金部４ｂの容量一杯まで集積させ満杯になると、出金先を切り替え
、出金可能紙幣を第１の出金部４ａに集積する。その後紙幣処理装置１は、第２の出金部
４ｂから紙幣を使用者に取り出させ、第１の出金部４ａが満杯になると、出金先を切り替
え、出金可能紙幣を第２の出金部４ｂに集積する。その後紙幣処理装置１は、第１の出金
部４ａのシャッタ３０を開け紙幣を使用者に取り出させ、第２の出金部４ｂが満杯になる
と、出金先を切り替え、出金可能紙幣を第１の出金部４ａに集積する。このように紙幣処
理装置１は、出金すべき紙幣が大量の場合、第２の出金部４ｂと第１の出金部４ａとで出
金先を切り替えながら、要求金額分の紙幣を出金する。
【００３７】
［１－６．効果等］
　ここで、紙幣が入金リジェクト紙幣と判定される原因は、紙幣の破損等が原因である場
合よりも、例えば搬送中に正常な位置からずれてしまった程度のことが原因である場合の
方が多く、そのような場合は、一旦入金リジェクト紙幣と判定されてしまった紙幣を再度
鑑別部１０において鑑別すれば、入金可能紙幣となることが多い。このため紙幣処理装置
１においては、入金計数処理中において入金リジェクト紙幣を入金部３へ再投入できるこ
とが望ましい。
【００３８】
　これに対し紙幣処理装置１は、第２の出金部４ｂには第１の出金部４ａのようなシャッ
タ３０を設けないようにした。このため紙幣処理装置１は、入金リジェクト紙幣を第２の
出金部４ｂの集積空間４０に集積させる際に、集積空間４０に集積される入金リジェクト
紙幣の取り出しを制限するシャッタが、集積空間４０から入金リジェクト紙幣が取り出さ
れる経路に存在しないようにすることができる。これにより紙幣処理装置１は、入金計数
処理中において、収納確定を行員に行わせる前に、第２の出金部４ｂから入金リジェクト
紙幣を行員に抜き出させて入金部３へ再投入させることができる。かくして紙幣処理装置
１は、行員が投入したい紙幣を全て収納するまでの時間を短縮させ、操作性を向上できる
。
【００３９】
　以上の構成によれば紙幣処理装置１は、紙幣ＢＬが投入される入金部３と、紙幣ＢＬが
放出される複数の出金部４と、入金部３から搬送される紙幣ＢＬを鑑別する鑑別部１０と
を設け、複数の出金部４のうちの第１の出金部４ａは、第１の出金部４ａの集積空間４０
に紙幣ＢＬを放出する放出部２４と、放出部２４により放出された紙幣ＢＬと接触し該紙
幣ＢＬを集積空間４０内に留めるビルストッパ５２と、集積空間４０に集積される紙幣Ｂ
Ｌの取り出しを制限するシャッタ３０とを有し、複数の出金部のうちの第２の出金部４ｂ
は、入金部３から搬送され鑑別部１０によって異常紙幣としての入金リジェクト紙幣と判
別された紙幣ＢＬを集積する出金部であり、第２の出金部４ｂの集積空間４０に入金リジ
ェクト紙幣を放出する放出部２４と、放出部２４により放出された入金リジェクト紙幣と
接触し該入金リジェクト紙幣を集積空間４０内に留めるビルストッパ４４とを有するよう
にした。これにより紙幣処理装置１は、入金計数処理中において、シャッタが設けられて
いない第２の出金部４ｂから入金リジェクト紙幣を行員に抜き出させて入金部３へ再投入
させることができる。
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【００４０】
［２．第２の実施の形態］
［２－１．紙幣処理装置の構成］
　図１に示すように、第２の実施の形態による紙幣処理装置１０１は、第１の実施の形態
による紙幣処理装置１と比較して、出金部４に代えて出金部１０４が設けられているもの
の、それ以外は同様に構成されている。
【００４１】
［２－２．出金部の構成］
　図２と対応する部材に同一符号を付した図１５に示すように、第２の実施の形態による
出金部１０４は、第１の実施の形態による出金部４と比較して、第２の出金部４ｂに代え
て第２の出金部１０４ｂが設けられているものの、それ以外は同様に構成されている。第
２の実施の形態による第２の出金部１０４ｂは、第１の実施の形態による第２の出金部４
ｂと比較して、羽根車５０が省略されている。
【００４２】
［２－３．入金リジェクト紙幣集積処理］
　ここで、２枚の入金リジェクト紙幣を第２の出金部１０４ｂへ集積する場合の動作につ
いて説明する。図１６に示すように紙幣処理装置１０１は、投入された紙幣を入金部３か
ら１枚ずつ繰り出し、鑑別部１０において１枚目の入金リジェクト紙幣である先行異常紙
幣としての先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１を検出する。続いて紙幣処理装置１０１は、
鑑別部１０において先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１の後続に位置する２枚目の入金リジ
ェクト紙幣である後行異常紙幣としての後行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ２を検出する。そ
の後紙幣処理装置１０１は、図１７に示すように先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１を第２
の出金部１０４ｂまで搬送して集積空間４０へ放出する。
【００４３】
　その後紙幣処理装置１０１は、紙幣処理装置１０１内の全ての紙幣の搬送を停止させ、
図１８に示すように先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１が第２の出金部１０４ｂ内において
、後続の紙幣が放出されても該後続の紙幣と衝突しない位置まで自由落下したか否かを所
定のセンサにより検出し、該先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１を該センサにより検出する
まで紙幣の搬送を待機する。このとき先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１よりも先行する入
金可能紙幣は一時保留部１１に一時的に収納されている。その後紙幣処理装置１０１は、
図１９に示すように紙幣処理装置１０１内の全ての紙幣の搬送を再開させ、図２０に示す
ように後行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ２を第２の出金部１０４ｂまで搬送して集積空間４
０へ放出する。集積空間４０へ放出された後行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ２は、図２１に
示すように第２の出金部１０４ｂにおいて自由落下し先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１の
上に集積される。その後紙幣処理装置１０１は、後行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ２よりも
後行する入金可能紙幣を一時保留部１１へ搬送して一時的に収納する。
【００４４】
　このように紙幣処理装置１０１は、後続の入金リジェクト紙幣が存在する場合、先行の
入金リジェクト紙幣を第２の出金部１０４ｂの集積空間４０へ放出し、先行の入金リジェ
クト紙幣が後続の入金リジェクト紙幣と衝突しない位置に自由落下するまで待機した上で
、後続の入金リジェクト紙幣を第２の出金部１０４ｂの集積空間４０へ放出する。紙幣処
理装置１０１は、後続の入金リジェクト紙幣の後にさらに後続の入金リジェクト紙幣が存
在する場合、同様の処理を繰り返す。
【００４５】
［２－４．効果等］
　第１の実施の形態による第２の出金部４ｂはシャッタ３０が設けられていないため、入
金リジェクト紙幣は取り出され易いものの、紙幣集積時において羽根車５０の動作音がシ
ャッタ３０により遮蔽されずに外部に漏れて騒音となってしまった。
【００４６】
　これに対し第２の出金部１０４ｂは、羽根車５０を削除するようにした。このため第２
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の出金部１０４ｂは、羽根車５０から発生する音を無くすことでき、動作音を静かにでき
る。これにより第２の出金部１０４ｂは、入金リジェクト紙幣の取り出し易さを第２の出
金部４ｂと同等に保ったまま、動作音を静音化できる。
【００４７】
　しかしながら第２の出金部１０４ｂは、羽根車５０を有していないため、集積空間４０
へ放出された紙幣ＢＬの後端部分を下方向へ向けて叩き落とすことができない。このため
第２の出金部１０４ｂは、２枚以上の入金リジェクト紙幣を連続的に放出すると、後行入
金リジェクト紙幣ＢＬｒ２が先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１に衝突してしまう可能性が
ある。
【００４８】
　これに対し紙幣処理装置１０１は、先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１を第２の出金部１
０４ｂに放出した後に、先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１が自由落下し、後行入金リジェ
クト紙幣ＢＬｒ２を放出しても衝突しない位置になるまで紙幣の搬送を待機した後に、後
行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ２を第２の出金部１０４ｂに放出するようにした。これによ
り紙幣処理装置１０１は、後行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ２が先行入金リジェクト紙幣Ｂ
Ｌｒ１に衝突することを防止できる。この場合、紙幣処理装置１と比較して、入金リジェ
クト紙幣を第２の出金部１０４ｂに集積する時間が、搬送を待機する時間の分だけ余計に
かかることとなるが、入金リジェクト紙幣が頻発する可能性は低く、通常であれば入金リ
ジェクト紙幣が第２の出金部１０４ｂに大量に集積されることはないため、運用上問題と
なる可能性は低い。
【００４９】
　その他第２の実施の形態による紙幣処理装置１０１は、第１の実施の形態による紙幣処
理装置１とほぼ同様の作用効果を奏し得る。
【００５０】
［３．第３の実施の形態］
［３－１．紙幣処理装置の構成］
　図１に示すように、第３の実施の形態による紙幣処理装置２０１は、第１の実施の形態
による紙幣処理装置１と比較して、出金部４に代えて出金部２０４が設けられているもの
の、それ以外は同様に構成されている。
【００５１】
［３－２．出金部の構成］
　図２及び図３と対応する部材に同一符号を付した図２２及び図２３に示すように、第３
の実施の形態による出金部２０４は、第１の実施の形態による出金部４と比較して、それ
ぞれ第１の出金部４ａに代えて第１の出金部２０４ａが、第２の出金部４ｂに代えて第２
の出金部２０４ｂが設けられているものの、それ以外は同様に構成されている。
【００５２】
　第１の出金部２０４ａと第２の出金部２０４ｂとは互いに同一の構成となっているため
、以下では第２の出金部２０４ｂについて説明する。第２の出金部２０４ｂは、第２の出
金部４ｂにシャッタ３０が追加されたような構成となっている。シャッタ３０は上面が湾
曲する形状であり、アッパガイド３２に設けられた回動軸を支点として回動可能に構成さ
れている。またビルストッパ４４は、シャッタ３０ではなくアッパガイド３２に設けられ
ている。このためシャッタ３０はビルストッパ４４に対し独立して可動可能である。これ
により出金部２０４は、図２２に示すように排出口９を閉塞したシャッタ閉塞状態であり
紙幣ＢＬをステージ３８に集積させる紙幣集積状態と、図２３に示すように排出口９を開
放したシャッタ開放状態であり紙幣ＢＬを集積空間４０から取り出させる紙幣取出状態と
に遷移する。
【００５３】
［３－３．入金計数処理］
　入金取引時において紙幣処理装置２０１は、行員により操作部６を介して入金取引が選
択されると、紙幣集積状態（図２２）から紙幣取出状態（図２３）に移行する。さらに入
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金部３に紙幣ＢＬが投入されると、紙幣処理装置２０１は、入金計数処理を開始し、投入
された紙幣ＢＬを入金部３から１枚ずつ繰り出し鑑別部１０へ搬送し、入金可能紙幣を一
時保留部１１へ、入金リジェクト紙幣を出金部２０４（第１の出金部２０４ａ又は第２の
出金部２０４ｂ）へ搬送し集積して行員に返却する。図２３に示したように出金部４はシ
ャッタ開放状態であるため、返却された紙幣ＢＬを行員は容易に取り出すことができる。
行員は、取り出した紙幣を入金部３に再投入する。再投入された紙幣ＢＬは、入金部３か
ら再度繰り出され、入金可能紙幣と判別されると一時保留部１１へ、入金リジェクト紙幣
と判別されると再度第２の出金部２０４ｂへ搬送される。その後紙幣処理装置２０１は、
上述した入金収納処理を行う。
【００５４】
［３－４．出金処理］
　出金取引時において紙幣処理装置２０１は、行員により操作部６を介し出金取引が選択
され出金金額等が入力されると、紙幣取出状態（図２３）から紙幣集積状態（図２２）に
移行する。その後紙幣処理装置２０１は、上述した出金処理を行う。
【００５５】
［３－５．効果等］
　第１の実施の形態による紙幣処理装置１は、第２の出金部４ｂにシャッタが存在しない
ため、大量に出金された場合、紙幣ＢＬがビルストッパ４４を前方へ越えてしまうと、第
２の出金部４ｂから該紙幣ＢＬが外部へ飛び出してしまい、集積性能を保つことができな
い可能性があった。
【００５６】
　これに対し紙幣処理装置２０１は、出金処理時においては第２のシャッタとしてのシャ
ッタ３０を閉じシャッタ閉塞状態とした。これにより紙幣処理装置２０１は、出金部２０
４から紙幣ＢＬが外部へ飛び出してしまうことをシャッタ３０により防止でき、集積性能
を保つことができる。
【００５７】
　また紙幣処理装置２０１は、入金計数処理中においてはシャッタ開放状態とした。この
ため紙幣処理装置２０１は、入金リジェクト紙幣を出金部２０４の集積空間４０に集積さ
せる際に、集積空間４０に集積される入金リジェクト紙幣の取り出しを制限するシャッタ
３０が、集積空間４０から入金リジェクト紙幣が取り出される経路に存在しないようにす
ることができる。これにより紙幣処理装置２０１は、シャッタ３０に邪魔されることなく
、第１の出金部２０４ａ及び第２の出金部２０４ｂのどちらにおいても入金リジェクト紙
幣を行員に取り出させることができる。
【００５８】
　また紙幣処理装置２０１は、第１の出金部２０４ａと第２の出金部２０４ｂとを互いに
同一の構成とした。これにより紙幣処理装置２０１は、紙幣処理装置１のように第１の出
金部４ａと第２の出金部４ｂとを互いに異なる構成とする場合よりも部材を共通化できる
。
【００５９】
　このように紙幣処理装置２０１は、ビルストッパ４４に対しシャッタ３０を独立して可
動可能とし、入金時にはシャッタ３０を開放する一方、出金時にはシャッタ３０を閉塞す
るようにした。これにより紙幣処理装置２０１は、第１の出金部２０４ａ及び第２の出金
部２０４ｂのどちらにおいても、入金時においては入金リジェクト紙幣を取り出し易くさ
せることができると共に、出金時においては出金紙幣が大量の場合であっても出金紙幣を
出金部２０４内部に留めておくことができる。
【００６０】
　その他第３の実施の形態による紙幣処理装置２０１は、第１の実施の形態による紙幣処
理装置１とほぼ同様の作用効果を奏し得る。
【００６１】
［４．他の実施の形態］
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　なお上述した第１の実施の形態においては、入金部３は入金専用であり、出金部４は出
金専用である場合について述べた。本発明はこれに限らず、入金機能と出金機能とを併せ
持つ入出金部であっても良い。要は、少なくとも入金部３は入金機能を持ち、出金部４は
出金機能を持てば良い。第２及び第３の実施の形態についても同様である。
【００６２】
　また上述した第２の実施の形態においては、先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１を第２の
出金部１０４ｂに放出した後に、後行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ２が放出されても衝突し
ない位置まで該先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１が落下したか否かを所定のセンサにより
検出し、該先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１を該センサにより検出するまで紙幣の搬送を
待機する場合について述べた。本発明はこれに限らず、先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１
を第２の出金部１０４ｂに放出した後に、後行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ２が放出されて
も衝突しない位置に自由落下するまで所定時間だけ紙幣の搬送を待機しても良い。また、
先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１が第２の出金部１０４ｂから行員により取り出されたこ
とを所定のセンサにより検出するまで、紙幣の搬送を待機しても良い。
【００６３】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、先行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ１を第２
の出金部１０４ｂに放出した後に、紙幣処理装置１０１内の全ての紙幣の搬送を停止させ
る場合について述べた。本発明はこれに限らず、後行入金リジェクト紙幣ＢＬｒ２の搬送
だけを停止させても良い。
【００６４】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、上端に設けられた回動軸４５を支点とし
てビルストッパ４４が回動する場合について述べた。本発明はこれに限らず、ビルストッ
パ４４の下端に回動軸を設け、該回動軸を支点としてビルストッパ４４が回動しても良い
。
【００６５】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、行員が紙幣ＢＬを集積空間４０から外部
へ抜き出すことにより紙幣ＢＬから手前方向への力が掛からなくなると、ビルストッパ４
４はスプリング４６の付勢力により下方向へ回動し、集積空間４０を外部から遮断する位
置に戻る場合について述べた。本発明はこれに限らず、ビルストッパ４４が自重により、
集積空間４０を外部から遮断する位置に戻っても良い。
【００６６】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、紙幣ＢＬの前端がビルストッパ４４に接
触することにより該ビルストッパ４４が手前側へ回動して紙幣ＢＬが抜き出される経路か
ら退避する場合について述べた。本発明はこれに限らず、ビルストッパ４４を使用者が手
動で開放させた上で紙幣ＢＬを摘んで抜き出しても良い。第２及び第３の実施の形態につ
いても同様である。
【００６７】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、第１の出金部４ａにビルストッパ５２を
２本、第２の出金部４ｂにビルストッパ４４を２本設ける場合について述べた。本発明は
これに限らず、３本以上の任意の本数のビルストッパを第１の出金部４ａ及び第２の出金
部４ｂに設けても良い。第２及び第３の実施の形態についても同様である。
【００６８】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、後側に第１の出金部４ａを、前側に第２
の出金部４ｂを配置する場合について述べた。本発明はこれに限らず、後側に第２の出金
部４ｂを、前側に第１の出金部４ａを配置しても良い。第２及び第３の実施の形態につい
ても同様である。
【００６９】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、紙幣処理装置１に出金部４を２個、すな
わち第１の出金部４ａを１個、第２の出金部４ｂを１個設ける場合について述べた。本発
明はこれに限らず、１個又は３個以上の任意の個数の出金部を紙幣処理装置１に設けても
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良い。第２及び第３の実施の形態についても同様である。
【００７０】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、紙幣処理装置１に入金部３を１個設ける
場合について述べた。本発明はこれに限らず、２個以上の任意の個数の入金部を紙幣処理
装置１に設けても良い。第２及び第３の実施の形態についても同様である。
【００７１】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、第２の出金部１０４ｂの羽根車５０を省
略する場合について述べた。本発明はこれに限らず、第３の実施の形態においても羽根車
を省略しても良い。
【００７２】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、媒体としての紙幣ＢＬを集積空間４０に
集積して外部から抜き出させる装置に本発明を適用する場合について述べた。本発明はこ
れに限らず、例えば各種チケットや証券、或いは葉書や封筒等、種々の紙葉状の媒体を集
積し、外部から取り出させる種々の装置に適用しても良い。第２及び第３の実施の形態に
ついても同様である。
【００７３】
　さらに本発明は、上述した各実施の形態及び他の実施の形態に限定されるものではない
。すなわち本発明は、上述した各実施の形態と上述した他の実施の形態の一部又は全部を
任意に組み合わせた実施の形態や、一部を抽出した実施の形態にもその適用範囲が及ぶも
のである。
【００７４】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、入金部としての入金部３と、出金部とし
ての出金部４と、鑑別部としての鑑別部１０とによって、紙幣処理装置としての紙幣処理
装置１を構成し、複数の出金部のうちの第１の出金部４ａは、第１の紙幣放出部としての
放出部２４と、第１のストッパ部材としてのビルストッパ５２と、第１のシャッタとして
のシャッタ３０とを有し、複数の出金部のうちの第２の出金部４ｂは、第２の紙幣放出部
としての放出部２４と、第２のストッパ部材としてのビルストッパ４４とを有する場合に
ついて述べた。本発明はこれに限らず、その他種々の構成でなる入金部と、出金部と、鑑
別部とによって紙幣処理装置を構成し、その他種々の構成でなる第１の紙幣放出部と、第
１のストッパ部材と、第１のシャッタとにより第１の出金部を構成し、第２の紙幣放出部
と、第２のストッパ部材とにより第２の出金部を構成しても良い。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明は、紙幣等の紙葉状の媒体を集積し、外部から取り出させる種々の装置でも利用
できる。
【符号の説明】
【００７６】
　１、１０１、２０１……紙幣処理装置、２……筐体、３……入金部、４、１０４、２０
４……出金部、４ａ、２０４ａ……第１の出金部、４ｂ、１０４ｂ、２０４ｂ……第２の
出金部、５……表示部、６……操作部、７……制御部、８……投入口、９……排出口、１
０……鑑別部、１１……一時保留部、１２……紙幣収納庫、１３……リジェクト庫、１４
……搬送路、２０……フィードローラ、２２……リバースローラ、２４……放出部、３０
……シャッタ、３２……アッパガイド、３４……ロアガイド、３８……ステージ、４０…
…集積空間、４２……開口部、４４、５２……ビルストッパ、４５……回動軸、４６……
スプリング、５０……羽根車、ＢＬｒ１……先行入金リジェクト紙幣、ＢＬｒ２……後行
入金リジェクト紙幣、ＢＬ……紙幣。
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